
千葉県市民農園整備に関する基本方針 

 

平成３年３月１８日制定 

 

第１ 市民農園整備の基本的な方向 

１ 県民の自由時間の増大、余暇活動の内容の多様化等に伴い、野菜や花を育て、

土と親しむ場、農作業の体験の機会の場に対する需要が高まっており、千葉県

においても市民農園の整備が必要となっている。 

都市地域においては、市街化の進展等により緑が減少してきており、防災機

能や良好な環境形成機能を有するオープンスペースの創出が求められているこ

とから、都市公園等を補完する緑地機能を有するものとして市民農園の整備の

促進を図ることとする。 

農村地域においては、都市と農村の交流を通じた地域の活性化、減反により

事実上遊休化している水田等の農地の有効利用が求められていることから、こ

のような課題に対応するため、市民農園の整備の促進を図ることとする。 

２ 市民農園の整備に際しては、都市地域と農村地域とでは市民農園に対するニ

ーズ及び整備の内容も異なるので、それぞれの特性に応じ、市民農園に対する

多様な需要にこたえられるよう、計画的に整備を行うこととする。 

３ 市民農園の整備は、都市計画及び農業振興地域整備計画との調和のみならず、

自然環境の保全との調和についても保たれたものでなければならない。 

また、これら以外の土地利用計画、例えば、市町村の振興計画等との間でも

調和が保たれたものでなければならない。 

 

第２ 市民農園として整備すべき区域の設定に関する事項 

市民農園区域は、市民農園整備促進法第４条第１項各号に規定する要件に

該当する区域の中から以下の諸点に留意して指定するものとする。 

１ 市民農園区域の規模 

優良な市民農園の整備を行うという市民農園整備促進法の趣旨から、休憩施

設等の施設の整備を効率的に行い得る程度の規模とする必要があるが、利用

者の状況、付近の施設の整備状況等を勘案し、地域の実情に応じて弾力的に

判断すること。 

２ 立地条件 

次の要件を満たす区域であって、農地所有者の土地利用に関する意向、農業

構造改善事業の実施状況、予想される利用者の数等からみて、区域内における

市民農園の開設及びその円滑な運営の見込みがあるものであること。 

（１）道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できると認められること。 
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（２）用水の確保が容易であること。 

（３）土地利用の状況等を勘案し、適正かつ合理的な土地利用に支障を及ぼさな

いことと認められること。 

３ 農業との調整 

農業との土地利用の調整を図るため、地域の農用地の保有・利用の現況及

び将来の見通し、農業者の農業経営に関する意向等からみて、周辺の農用地

の農業上の利用の推進に支障を及ぼさないような位置に指定すること。例えば、

集団的農用地を利用して市民農園区域を指定する場合には、その集団性を失

わせたり、土地利用の混在を招かないよう配慮を行うこと。 

   農用地区域内において市民農園区域を指定しようとする場合は、その周辺部に

おいて指定する等十分留意すること。 

   また、地域の農地の賦存量、予想される利用者の数等からみて、著しく過大な面

積を指定しないこと。 

４ 都市計画との調整 

（１）道路、下水道等の都市計画施設の区域においては、市民農園区域を指定し

ない等都市施設の整備に支障を及ぼさないこととすること。 

（２）商業系の地区においては、市民農園区域を指定しない等他の土地利用と調

整し、合理的な土地利用に支障を及ぼさないこととすること。 

 

第３ 市民農園施設の設置その他の市民農園の整備に関する事項 

市民農園施設の整備に当たっては、次の諸点に留意して行うものとする。 

１ 市民農園である旨の標識等を設置するとともに、必要に応じ、生垣等により周

囲を囲い、農用地の保全を図り、都市住民等のレクリエーション需用の充足、自

然環境の保全に十分配慮し、良好な生活環境の形成にも資するように整備する

こと。 

２ 耕うん、客土を行い、利用者が容易に農作業を行い得るように農地を整備する

こと。特に、水田を利用して野菜等水稲以外の農作物を栽培する場合にあって

は、排水等に留意すること。 

３ 農地に区画を設けて利用させる場合は、標識杭、ロープ等により区画の境界を

明らかにすること。 

４ 区画を設ける場合は、１区画の大きさをおおむね１５㎡以上とすること。 

５ 周辺の道路等の整備状況を十分に勘案して、その整備に支障をきたさないよう

にするとともに、利用者の利便の確保に努めること。 

６ 市民農園の機能を確保するため、原則として、以下の市民農園施設を備えるこ

と。 

園路 
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休憩施設 

便所 

手洗い場、水飲み場その他の給排水施設 

農機具収納施設 

ごみ置場 

駐車施設 

なお、上記施設の機能を代替できる施設が周辺に存在する場合は、それをも

って代えることができるものとすること。 

７ 農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農用地区域

においては、市民農園施設の用に供される土地が同法第１０条第３項に規定す

る農用地利用計画において指定された用途に即して使用されなければならない

こと。 

８ 市民農園施設の整備のために農地等の転用を必要とする場合は、「農地転用

許可基準」（市街化調整区域においては「市街化調整区域における農地転用許

可基準」）に照らして、農地転用の許可の対象と判断されることが必要であるこ

と。 

９ 市民農園周辺の道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、及び

道路の交通に起因する障害を防止するよう配慮すること。 

10 自然公園及び自然環境保全地域内において、市民農園施設を建設する場合

は、自然公園法等の法令及び「千葉県自然公園等における建築物建設に係る

指導要綱」に基づく諸手続きが必要であること。 

 

第４ 市民農園の利用条件その他の市民農園の運営に関する事項 

市民農園の運営に当たっては、次の事項に留意して行うものとする。 

１ 公報、チラシ、掲示等による一般公募を行い、できるだけ多くの者に市民農園を

利用する機会を与えることとするとともに、農園や施設の利用の料金も著しく高

額なものとならないよう配慮すること。 

２ 市民農園の管理が適正に行われるよう、必要に応じ、利用者の遵守事項等に

ついて定めるとともに、巡回、指導等の体制を整備すること。 

３ 農作物の調理講習会、交換会及び展示会を開催する等して、市民農園の利用

者の交流の促進を図るとともに、農業に対する理解を深めるよう配慮すること。 

 

第５ その他必要な事項 

市民農園の整備の円滑な実施のため、以下の支援措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

１ 認定開設者に対する技術、運営等に関する指導 
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２ 市民農園に関する普及啓発活動等 

３ 市民農園の整備・運営に関する組織・団体の育成 
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（平成4年4月7日農地第43号、千葉県農林部長通知） 

（最終改正 令和２年９月１日） 

 

 

市民農園の整備に関する留意事項について 

 

この「市民農園の整備に関する留意事項について」は，市民農園整備促進法（平成２年法

律第４４号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する市民農園（以下「市民農園」とい

う。）に関する事務について適用し，優良で継続的な市民農園の整備促進を図るものとする。 

 

第１ 市民農園区域の指定についての留意事項 

 １ 市民農園区域として指定できない区域は表１による。 

 ２ 市町村は，既存の貸農園の状況，利用者の動向，今後の開設予定及び土地所有者の意

向を十分調査すること。 

 ３ 同一市町村について，要件に該当する区域が複数ある場合は，それぞれについて指定

しても差し支えない。 

 

第２ 市民農園区域の指定についての事務手続 

 １ 市民農園区域を指定する場合の手続は図１及び次の順に行うものとする。 

① 市町村は市民農園区域を指定しようとする場合には，市民農園担当部局は関係部局

と調整することとし，関係部局との調整事項は原則として表２－１による。また，必

要によりその他の関係部局との調整も行う。（図１の①） 

② 市町村は，関係部局と調整の後，農業委員会の決定を経る。また，関係部局と調整

した際指摘事項があった場合には，それを解決した後に農業委員会の決定を経る。（図

１の②）     

③ 市町村は知事あてに協議する。（図１の③） 

④ 知事は関係部局と調整して市町村へ回答することとし，関係部局との調整事項は原

則として表２－２による。また，必要によりその他の関係部局との調整も行う。 

（図１の④） 

⑤ 市町村は，支障が認められなければ，区域指定して公表する。（図１の⑤） 
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⑥ 市町村は，区域指定した旨を知事あてに通知する。（図１の⑥） 

 ２ １の①の関係部局との調整については，１の②の農業委員会の決定の後に重大な変更

が生じないよう綿密に行う。 

 ３ 市民農園区域の変更については，区域指定の場合に準じて取り扱う。ただし，関係部

局との調整については，変更内容に応じて必要な調整を行う。 

 

第３ 交換分合計画の認可等についての事務手続 

 １ 法第５条及び第６条に規定する交換分合を行う場合の手続は図２及び次の順に行うも

のとする。 

① 市町村は，綿密な調査を実施し，交換分合を行う地区を決定する。（図２の①） 

② 市町村は，調査に基づき交換分合計画を作成する。（図２の②） 

③ 市町村は，関係権利者との調整を行い，全員の同意を得て最終的な計画を決定する。

（図２の③） 

④ 市町村は農業委員会の同意を得る。（同意を求めた日から３０日以内に同意が得られ

ない場合には，その事由を記載した書面を認可申請書に添付する。）（図２の④） 

⑤ 市町村は知事へ認可申請する。（図２の⑤） 

⑥ 知事は，⑤で３０日以内に農業委員会の同意が得られていない場合には，農業委員

会の意見をきく。（図２の⑥） 

⑦ 知事は，申請を相当と認める場合には申請の旨を公告し，また，市町村外の権利者

へ通知し，かつ，計画書の写しを３０日間の縦覧に供する。（図２の⑦） 

⑧ 縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に当該交換分合計画に対して関係

権利者から異議の申し出があった場合，知事は異議の申し出に対し決定をしようとす

る際，農業会議の意見をきく。（図２の⑧） 

⑨ 知事は，異議の申し出に対する決定を行う。（図２の⑨） 

⑩ 知事は，交換分合計画の認可及びその旨の公告を行う。（図２の⑩） 

⑪ 市町村は，清算金の徴収及び支払いを行う。（図２の⑪） 

⑫ 市町村は，交換分合に関する登記上の処理を行う。（図２の⑫） 
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第４ 市民農園の開設認定についての留意事項 

 １ 市民農園の開設認定の対象から除外する区域は表３による。 

 ２ 市民農園を開設できる者は，現に農地を所有している者若しくは借り受けができる者

とする。 

 ３ 市民農園施設は，認定開設者に限り設置できる。また，その管理運営は原則として認

定開設者が行う。 

 ４ 市民農園施設については，その利用目的及び利用者数等から判断して適切な規模とす

ること。 

 ５ 市民農園面積のうち，最低でも５０パーセント以上は法第２条第２項第１号に規定す

る農地であること。 

 ６ 簡易宿泊施設については，設置する必要性及び適切な管理運営の可能性があり，かつ

近隣に代替施設がない場合以外は設置しない。 

 ７ 農用地区域において市民農園を設置する場合は，その周辺の農用地の農業上の効率的

かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがない場合に限ることとし，農用地利用

計画上の取扱いは表４－２（農振法等の欄）及び表４－３（農振法等の欄）のとおりと

する。 

 ８ 市民農園施設と主要他法令との関係については，表４－１，表４－２及び表４－３と

する。 

 

第５ 市民農園の開設認定についての事務手続 

 １ 市民農園の開設認定を行う場合の手続は図３及び次の順に行うものとする。 

① 特定農地貸付方式により地方公共団体及び農協以外の者が開設する場合は市町村等

と貸付協定を締結する。（図３の①） 

② 市町村は市民農園の開設を認定しようとする場合には，市民農園担当部局は関係部

局と調整することとし，関係部局との調整事項は原則として表５－１による。また，

必要によりその他の関係部局との調整も行う。（図３の②） 

③ 市町村は，関係部局と調整の後，農業委員会の決定を経る。また，関係部局と調整

した際指摘事項があった場合には，それを解決した後に農業委員会の決定を経る。 

（図３の③） 

④ 市町村は知事あてに同意申請する。（図３の④） 
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⑤ 知事は関係部局と調整して市町村へ回答することとし，関係部局との調整事項は原

則として表５－２による。また，必要によりその他の関係部局との調整も行う。（図３

の⑤） 

⑥ 市町村は，支障が認められなければ開設の認定をする。（図３の⑥） 

⑦ 市町村は，開設認定した旨を知事あてに通知する。（図３の⑦） 

 ２ １の②の関係部局との調整については，１の③の農業委員会の決定の後に重大な変更

が生じないよう綿密に行う。 

 ３ 市民農園の開設認定の変更については，開設認定の場合に準じて取り扱う。ただし，

関係部局との調整については，変更内容に応じて必要な調整を行う。 

 

第６ 認定の取消しについての事務手続 

 １ 市町村は法第１０条の規定により認定の取消しを行った場合，知事へ報告するものと

する。（図３の⑧） 

 

第７ 市民農園の運営等についての留意事項 

 １ 市街化区域以外の区域における開設期間は，１０年間以上とする。 

 ２ 市街化区域内で開設する場合，生産緑地地区に指定されていることが望ましい。 

 ３ 特定農地貸付方式の場合，農地の貸付期間は５年以内とする。また，農園利用方式の

場合も５年以内とすることが望ましい。 

 ４ 利用者が善良な管理を行わなかった場合等の措置ができるよう，市民農園利用契約書

等により必要な事項を定めること。 

 ５ 農作物の栽培指導及び農園の維持管理等を行うため，管理指導員等の設置に努めるこ

と。 

 ６ 市民農園の運営にあたっては，利用者相互のコミュニケーションを図り，自主的な運

営が行われるよう配慮すること。 
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図１   市民農園区域の指定手続について 

 

市 町 村        

    

    

 

市民農園区域案の作成 

    

    

 

①関係部局との調整 

    

    

 

②農業委員会の決定 

    

    

 

③知事へ協議         農業事務所     安全農業推進課   

      ａ（協議）   安全農業推進課へ進達 ④関係部局との調整                                  

                

農業事務所 

      ｂ（回答）   市町村へ送付 

            ⑥ 

                 

  農業事務所     安全農業推進課 

           ｃ（通知）  

 

 

（注１） ａ，ｂ，ｃは，当該地区を管轄する農業事務所を経由する。 

（注２） 協議書等の様式は別に定める。 

 市 町 村       県 

⑤区域指定・公表 
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図２      交 換 分 合 の 手 続 

 

市 町 村                

      

①基礎調査 

 

②計画樹立 

 

③権利者との調整を行い 

交換分合計画を決定する。 

   

④農業委員会の       農業委員会 

 同意を得る。                 

  

             ａ（申請） 

⑤知事へ認可申請 

               

 農業委員会    ⑥農業委員会の意見をきく 

                       （⑤で３０日以内に同意 

                        が得られない場合） 

 

                       ⑦公告縦覧及び市町村外 

権利者への通知                     

 

                        異 議 の 申 出 

 

              農業会議     ⑧農業会議の意見をきく 

 

 

                       ⑨異議の申出に対する決定 

    

 

             ｂ（認可）     ⑩交換分合計画の認可及び 

公告 

 

⑪清算金の徴収及び支払い 

 

⑫交換分合登記       

 

（注）ａ，ｂは，当該地区を管轄する農業事務所を経由する。 

 

市 町 村 関係機関    県 
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図３   市民農園の開設認定手続について 

 

①特定農地貸付方式により地方公共団体及び 

農協以外の者が開設する場合は貸付協定の締結 

    

 

開設予定者からの開設認定申請 

    

  

  

  

    

    

 

②関係部局との調整 

    

    

 

③農業委員会の決定 

    

    

 

④知事へ同意申請        農業事務所     安全農業推進課   

        ａ（申請） 安全農業推進課へ進達  ⑤関係部局との調整 

                農業事務所                              

        ｂ（同意） 市町村へ送付 

            ⑦ 

                農業事務所     安全農業推進課 

          ｃ（通知）  

  

 

           ⑧ 

認 定 の 取 消 し        農業事務所     安全農業推進課 

          ｄ（報告） 

 

（注１） ａ，ｂ，ｃ，ｄは，当該地区を管轄する農業事務所を経由する。 

（注２） 同意申請書等の様式は別に定める。 

 

                                      

市 町 村 県 

⑥ 開 設 認 定  

 認 定 の 取 消 し     
認 定 の 取 消 し  
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表１   市民農園区域として指定できない区域 

区 域 の 種 類 根拠条文等 関係法令 担当部局 備      考 

１－① 港湾法第２条第４項の臨港地区 

１－② 港湾法第３７条第１項の港湾隣接地域 

１－③ 港湾施設が相当程度集積し，又は集積することが予定されている港湾地

区内の埋立地 

（上記地区等を以下「臨港地区等」という。） 

市民農園整備促進法の運

用に関する留意事項につ

いて(以下「留意通達」とい

う。)第２の１の(1) 

・港湾法 ・港湾課  

２－① 自然公園法に基づく国立公園及び国定公園の特別保護地区 

２－② 自然公園法に基づく国立公園及び国定公園の第１種特別地域 

（上記地区等を以下「特別保護地区等」という。） 

留意通達第２の１の(2) ・自然公園法 ・自然保護課 千葉県に国立公園はない（改正日.現在）。 

３ 工場立地法第３条第１項に規定する工場立地調査簿に記載された工場適地

（農林水産省と経済産業省との間で協議の調ったものに限る。以下「工場適地」

という。） 

留意通達第２の１の(3) ・工場立地法 ・企業立地課  

４ 農村地域工業等導入促進法第５条第３項第１号に規定する工業等導入地区（以

下「工業等導入地区」という。） 

留意通達第２の１の(4) ・農村地域工業等導入促

進法 

・農地・農村振興課  

５－① 自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域 

５－② 自然環境保全法に基づく自然環境保全地域の特別地区 

留意通達第２の１の(5) ・自然環境保全法 ・環境省関東地方環

境事務所 

千葉県に５－①、５－②区域はない（改正日現在）。 

６ 防衛の用に供される通信施設に係る土地 留意通達第２の１の(6)  ・防衛事務所  

７ 現に郵便局の用に供されている土地及び郵便局の用に供される予定の土地

の区域 

留意通達第２の１の(7)  ・日本郵便株式会社

関東支社 

 

８－① 森林法による保安林，保安林予定森林 

８－② 森林法による保安施設地区，保安施設地区予定地 

 

 ・森林法 

 

・森林課  

※ 都市計画法第７条第１項に定める市街化区域内にあっては，市民農園区域を指定する必要がない。すなわち，一定の地域（表３の制限等）を除き，どこでも市民農園の開設につき認定ができる。 
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表２－１   市町村が市民農園区域として指定しようとする場合の調整事項 

調 整 を 要 す る 事 項 根拠条文等 関係法令 調整の相手方 備     考 

１ 都市計画法第４条第２項に規定する都市計画区域内において，市民農園区域

を指定しようとする場合 

市民農園整備促進法の運

用について(以下「運用通

達」という。)第２の２の(1) 

・都市計画法 ・市町村都市計画担

当部局 

・市町村都市公園担

当部局 

 左記区域内に市民農園区域を指定しようとする場合

は，地域地区等の土地利用の計画と調和するととも

に，都市施設に係る事業及び市街地開発事業の支障

とならないよう調整すること。 

２ 農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農用地区域

内において，市民農園区域を指定しようとする場合 

運用通達第２の２の(2) ・農業振興地域の整備に

関する法律 

・市町村農振担当部

局 

左記区域内の土地等の集団的農用地を利用して市

民農園区域を指定する場合は，その集団性を失わせ

ないよう集団的農用地の縁辺部を指定すること。 

３ 市民農園区域周辺の道路における危険の防止，道路交通に起因する障害の

防止，その他交通の安全と円滑化について 

留意通達第２の２ ・道路交通法等 ・所轄警察署  調整の相手方に指定する旨を通知し，相手方から調

整の申し入れがあった場合に行う。 

 市民農園区域の指定に伴い，道路整備計画等があ

る場合には，別途道路法第９５条の２による協議等を

行う必要がある。 

４－① 市民農園区域周辺の道路の整備状況について（市町村道等（政令市にあ

っては県道及び指定区間外の一般国道を含む。）の場合） 

４－② 市民農園区域周辺の道路の整備状況について（県道及び指定区間外の

一般国道等（政令市管理道路を除く。）の場合） 

留意通達第２の４ ・道路法等 ①市町村道路管理担

当部局 

②管轄土木事務所 

 調整の相手方に指定する旨を通知し，相手方から調

整の申し入れがあった場合に行う。 

５ 森林法第５条第１項による地域森林計画対象民有林の区域内（表１の８に掲げ

る保安林等を除く。） 

(上記区域内を以下「５条森林等」という。) 

 ・森林法 

・森林の保健機能の増進

に関する特別措置法 

・市町村林務担当部

局 

 

６ 土地改良事業が実施された地域，又は現に実施されている地域，若しくは実施

しようとする地域内に市民農園区域を指定しようとする場合 

 ・土地改良法等 ・市町村土地改良事

業担当部局 

・管轄農業事務所 

・土地改良区 

 

注１ 上図は，市町村が行う原則的な調整事項を示したものであり，必ずしも上記１から６に限定されるものではない。個々の申請内容によりその他の調整事項もあるものと考えられる。 
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表２－２   知事が市民農園区域の指定に係る協議を受けた場合の調整事項 

調 整 を 要 す る 事 項 根拠条文等 関係法令 調整の相手方 備     考 

１－① 県自然環境保全地域の特別地区内において，市民農園区域の指定に係

る協議を受けた場合 

１－② 自然公園法第２条第１号に規定する自然公園のうち特別地域（表１の２に

掲げる特別保護地区等を除く。）において，市民農園区域の指定に係る協議を

受けた場合 

１－③ 県自然環境保全地域の普通地区，郷土環境保全地域及び緑地環境保全

地域並びに自然公園のうち普通地域内において，市民農園区域の指定に係る

協議を受けた場合 

留意通達第２の３ ・千葉県自然環境保全条

例 

・自然公園法 

・千葉県立自然公園条例 

・自然保護課  

２ 市民農園区域周辺の道路の整備状況について（指定区間内の一般国道等の

場合） 

留意通達第２の４ ・道路法等 ・当該道路管理者 調整の相手方に指定する旨を通知し，相手方から

調整の申し入れがあった場合に行う。 

３ 表２－１の５に掲げる５条森林等の区域内において，市民農園区域の指定に

係る協議を受けた場合 

 ・森林法 

・森林の保健機能の増進

に関する特別措置法 

 

・森林課  

４ 土地改良事業が実施された地域，又は現に実施されている地域，若しくは実施

しようとする地域内において市民農園区域の指定に係る協議を受けた場合 

 ・土地改良法等 ・耕地課 

・農地・農村振興課 

 

５ 市街化区域，市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画

区域のうち，用途地域内において市民農園区域の指定に係る協議を受けた場

合 

 ・都市計画法 ・都市計画課 

・市街地整備課 

 

 

６ 農業振興地域の整備に関する法律第６条の農業振興地域内において、市民農

園の区域の指定に係る協議を受けた場合、特に同法第８条第２項第１号に規定

する農用地区域内において、市民農園の区域の指定に係る協議を受けた場合 

運用通達第２の２の（２）

及び第３の１の（３） 

農業振興地域の整備に関

する法律 

・農地・農村振興課  

注１ 上図は，知事が行う原則的な調整事項を示したものであり，必ずしも上記１から６に限定されるものではない。個々の申請内容によりその他の調整事項もあるものと考えられる。 
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表３   市街化区域のうち市民農園の開設の認定の対象から除外する区域 

区 域 の 種 類 根拠条文等 関係法令 担当部局 備     考 

１ 都市計画法第１１条第５項の規定により施行予定者が定められている都市計

画に係る同法第４条第６項に規定する都市計画施設の区域 

市民農園整備促進法施行

令（以下「政令」という。）第

３条第１号 

・都市計画法第１１条第５

項及び第４条第６項 

・都市計画課 左記の区域においては，当該施行予定者に対し，

都市計画の告示後２年以内に当該都市計画施設の整

備に関する事業について事業認可の申請をすること

が法律上義務付けられており，認可後，事業が着手さ

れるので，市民農園の認定の対象区域から除く。 

２ 都市計画法第６２条第１項の規定による告示又は新たな事業地（同法第４条第

１５項に規定する都市計画事業を施行する土地をいう。以下この表において同

じ。）の編入に係る同法第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の

規定による告示があった同法第４条第６項に規定する都市計画施設（地下に設

けられるもの並びに公園及び緑地を除く。）に係る事業地の区域 

政令第３条第２号 ・都市計画法第６２条第１

項，第６３条第２項及び

第４条第６項 

・都市計画課 

・公園緑地課 

左記の区域においては，下水道等都市機能の維持

のために必要不可欠な施設の整備事業に着手した区

域であるので，市民農園の認定の対象区域から除く。 

ただし，都市計画施設のうち，公園緑地について

は，当該区域内に市民農園の開設を行う場合がある

ので，認定の対象区域から除かない。地下に設けら

れる都市計画施設に係る事業地についても同様に取

り扱う。 

３ 都市計画法第１２条第５項の規定により施行予定者が定められている都市計

画に係る同法第４条第７項に規定する市街地開発事業（同法第１２条第１項第５

号に掲げるものを除く。）の施行区域 

政令第３条第３号 ・都市計画法第１２条第５

項及び第４条第７項 

・都市計画課 左記の区域においては，当該施行予定者に対し，

都市計画の告示後２年以内に市街地開発事業につい

て事業認可の申請をすることが法律上義務付けられ

ており，認可後，事業が着手されるので，市民農園の

認定の対象区域から除く。 

４ 都市計画法第６２条第１項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る

同法第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定による告示が

あった同法第４条第７項に規定する市街地開発事業（同法第１２条第１項第１

号，第５号及び第６号に掲げるものを除く。）に係る事業地の区域 

政令第３条第４号 ・都市計画法第６２条第１

項，第６３条第２項及び

第４条第７項 

・都市計画課 

・市街地整備課 

 左記の区域は，住宅地造成公共公益施設の整備等

の事業が行われている区域であり，全面買収方式に

よる事業が実施されるので，市民農園の認定の対象

区域から除く。 

 ただし，土地区画整理事業，住宅街区整備事業，新

都市基盤整備事業の事業地の区域については，その

大部分は宅地や公共施設として市街地とされるもので

あるが，事業地の一部を集合農地民有農地として残す

ことが考えられるので，これらの区域については，一

般的には，認定の対象区域から除外しない。 
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５ 都市計画法第４条第８号に規定する市街地開発事業等予定区域（同法第１２条

の２第１項第３号に掲げるものを除く。）の区域 

政令第３条第５号 ・都市計画法第４条第８項 ・都市計画課  左記の区域は，３年以内に都市計画を定め，それか

ら２年以内に公的機関である施行予定者が都市計画

事業の認可等の申請をすることになっており，５年以

内に市街地開発事業等が実施されることになるので，

市民農園の認定の対象区域から除外する。 

 ただし，新都市基盤整備事業の予定区域について

は，４と同じ理由により認定の対象区域から除外され

ない。 

６ 表１の１に掲げる臨港地区等 留意通達第３の１の(1) ・港湾法 ・港湾課  

７ 表１の３に掲げる工場適地 留意通達第３の１の(2) ・工場立地法 ・企業立地課  

８ 表１の４に掲げる工業等導入地区 留意通達第３の１の(3) ・農村地域工業等導入促

進法 

・農地・農村振興課  

９ 表１の８に掲げる保安林等の地区  ・森林法 ・森林課  
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表４－１   主な市民農園施設と他法令との関係(1) 市街化区域 

市 街 化 区 域 （ 都 市 計 画 法 ） 

関 係 法 令 農 地 法 等 生産緑地法等 都市計画法等  

農 地 部 分 

（畦の概念の園路を含む） 

特定農地貸付方式の場合,特定農地

貸付法第３条第３項の承認があったも

のとみなす 

［市民農園整備促進法第１１条第１号］ 

市町村が農園利用方式で

開設しようとするため,農地に

対する権利の移転・設定をす

る場合は,農地法第３条の許可

を要する。 

  
農 地 部 分 

（畦の概念の園路を含

む） 

市 

民 

農 

園 

施 

設 

整

備

す
る

施

設 

園路（畦の概念のもの

を除く） 

農地を転用する場合又は転用目的で

権利の移転・設定をする場合は，農地法

第４条第１項又は第５条第１項の許可が

あったものとみなす。（届出不要） 

［市民農園整備促進法第１１条第２号，

第３号］ 

園路（畦の概念のもの

を除く） 

休 憩 施 設 生産緑地地区の指定区域にお

いて,市民農園のために必要な一

定の施設を建築する場合は,市町

村長の許可を要する。 

［生産緑地法第８条第１項，第２項

第１号～第５号］ 

［生産緑地法施行令第４条第１

号，第２号］ 

用途地域との適合性を要し,規制規模

（300㎡～1000㎡）以上の開発行為につい

ては許可を要す。 

休 憩 施 設 

便 所 便 所 

手洗い場，水飲み場そ

の他給排水施設 

 手洗い場，水飲み場そ

の他給排水施設 

ご み 置 場 ご み 置 場 

青空駐車場，駐輪場 青空駐車場，駐輪場 

農機具・農業用資材収

納施設 

用途地域との適合性を要し,規制規模

（300㎡～1000㎡）以上の開発行為につい

ては許可を要す。 

農機具・農業用資材収

納施設 

必
要
に
応
じ
て
整
備
で
き
る
施
設 

温室，育苗施設等 温室，育苗施設等 

堆肥舎，種苗貯蔵施設

等 

堆肥舎，種苗貯蔵施設

等 

更 衣 所 用途地域との適合性を要し,規制規模

（300㎡～1000㎡）以上の開発行為につい

ては許可を要す。 

更 衣 所 

管理事務所，管理人詰

所，管理用具置場，ご

み処理場 

管理事務所，管理人詰

所，管理用具置場，ご

み処理場 

農作業等講習施設 農作業等講習施設 

簡 易 宿 泊 施 設 設置しない 簡 易 宿 泊 施 設 

広 場   広 場 

掲示板，案内板，植栽，

街灯，柵 

掲示板，案内板，植栽，

街頭，柵 

注：｢特定農地貸付法｣は，「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」の略称 
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表４－２   主な市民農園施設と他法令との関係(2) 市街化調整区域 

市 街 化 調 整 区 域 （ 都 市 計 画 法 ） 

関 係 法 令 農 地 法 等 農 振 法 等 都市計画法等  

農 地 部 分 

（畦の概念の園路を含む） 

特定農地貸付方式の

場合,特定農地貸付法第

３条第３項の承認があ

ったものとみなす。 

［市民農園整備促進法

第１１条第１号］ 

市町村が農

園利用方式で

開設しようとす

るため,農地に

対する権利の

移転・設定をす

る場合は,農地

法第３条の許

可を要する。 

  

農 地 部 分 

（畦の概念の園路を含

む） 

市 

民 

農 

園 

施 

設 

整

備

す
る

施

設 

園路（畦の概念のもの

を除く） 

農地を転用する場合

又は転用目的で権利の

移転・設定をする場合

は，農地法第４条第１項

又は第５条第１項の許

可があったものとみな

す。 

［市民農園整備促進法

第１１条第２号,第３号］ 

農用地利用計画上,農業用施設用地とされている必

要があるため,当該用途区分が農業用施設用地以外の

ものである場合は,あらかじめ用途変更を行う。 

なお，変更に係る土地が１haを超えない場合は軽微

変更で足りる。 

 

園路（畦の概念のもの

を除く） 

休 憩 施 設 開発許可又は建築等の許可（以下、開発許可等）を

要す。（特例：開発審査会の議が不要） 

［市民農園整備促進法第１２条］ 

休 憩 施 設 

便 所 便 所 

手洗い場，水飲み場そ

の他給排水施設 

 手洗い場，水飲み場そ

の他給排水施設 

ご み 置 場 ご み 置 場 

青空駐車場，駐輪場 青空駐車場，駐輪場 

農機具・農業用資材収

納施設 

開発許可等の適用除外 

ただし, 都市計画法施行令第20条各号に適合しな

い農業用施設を除く。 

［都市計画法第２９条第1項第２号,第４３条第１項］ 

［都市計画法施行令第２０条第１号～第５号］ 

農機具，農業用資材収

納施設 

必
要
に
応
じ
て
整
備
で
き
る
施
設 

温室，育苗施設等 温室，育苗施設等 

堆肥舎，種苗貯蔵施設

等 

堆肥舎，種苗貯蔵施設

等 

更 衣 所 開発許可等を要す。（特例：開発審査会の議が不

要） 

［市民農園整備促進法第１２条］ 

更 衣 所 

管理事務所，管理人詰

所，管理用具置場，ご

み処理場 

管理事務所，管理人詰

所，管理用具置場，ご

み処理場 

広 場  広 場 

掲示板，案内板，植栽，

街灯，柵 

掲示板，案内板，植栽，

街灯，柵 

農作業等講習施設  農用地区域以外の区域である必要があるため（当該

施設は農用地区域内に設置できない）,あらかじめ農用

地区域から除外する。 

開発許可等を要す。（特例：開発審査会の議が不

要） 

［市民農園整備促進法第１２条］ 

農作業等講習施設  

簡 易 宿 泊 施 設 簡 易 宿 泊 施 設 

注１：都市計画法上の特例措置は法 34 条の立地基準について,開発審査会の議を不要としたものであり,開発許可等そのものは受ける必要があることから,都市計画法第３３条及び同法施行令第３６条第１項第１号及び第２

号に規定する技術基準に適合する必要がある。 

注２：｢特定農地貸付法｣は，「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」の略称 

注３：｢農振法｣は｢農業振興地域の整備に関する法律｣の略称 
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表４－３   主な市民農園施設と他法令との関係(3) 非線引き・都市計画区域外 

非 線 引 の区 域 ・都 市 計 画 区 域 外 （都 市 計 画 法 ）  

関 係 法 令 農 地 法 等 農 振 法 等 都市計画法等  

農 地 部 分 

（畦の概念の園路を含む） 

特定農地貸付方式の

場合,特定農地貸付法

第３条第３項の承認が

あったものとみなす。 

［市民農園整備促進法

第１１号第１号］ 

市町村が農

園利用方式で

開設しようとす

るため,農地に

対する権利の

移転・設定をす

る場合は,農地

法第３条の許

可を要する。 

  

農 地 部 分 

（畦の概念の園路を含

む） 

市

民

農

園

施

設 

整

備

す

る

施

設 

園路（畦の概念のもの

を除く） 

農地を転用する場合

又は転用目的で権利の

移転・設定をする場合

は,農地法第４条第１項

又は第５条第１項の許

可があったものとみな

す。 

［市民農園整備促進法

第１１条第２号,第３

号］ 

農用地利用計画上,農業用施設用地とされている必

要があるため,当該用途区分が農業用施設用地以外の

ものである場合は,あらかじめ用途変更を行う。 

なお，変更に係る土地が１ha を超えない場合は軽

微変更で足りる。 

 

園路（畦の概念のもの

を除く） 

休 憩 施 設 

・非線引きの区域の場合 

用途地域が定められている区域については，用

途地域との適合性を要し，用途地域内外を問わず規

制規模（1000 ㎡～3000 ㎡）以上の開発行為につい

ては許可を要す。 

・都市計画区域外の場合 

規制規模（10,000 ㎡）以上の開発行為について

は，都市計画法の開発許可を要す。 

規制規模（1,000㎡～5,000㎡）以上10,000㎡未

満の開発行為については，宅地開発事業の基準に

関する県条例の確認を要す。 

休 憩 施 設 

便 所 便 所 

手洗い場，水飲み場そ

の他給排水施設 

 手洗い場，水飲み場そ

の他給排水施設 

ご み 置 場 ご み 置 場 

青空駐車場，駐輪場 青空駐車場，駐輪場 

農機具・農業用資材収

納施設 

開発許可の適用除外 

ただし, 都市計画法施行令第 20 条各号に適合し

ない農業用施設については,用途地域との適合性を

要し、以下のとおりとなる。 

非線引きの区域の場合 

用途地域が定められている区域については，用

途地域との適合性を要し，用途地域内外を問わず規

制規模（1,000 ㎡～3,000 ㎡）以上の開発行為につ

いては許可を要す。 

・都市計画区域外の場合 

規制規模（10,000 ㎡）以上の開発行為について

農機具・農業用資材収

納施設 

必
要
に
応
じ
て
整
備
で
き
る
施
設 

温室，育苗施設等 温室，育苗施設等 
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堆肥舎，種苗貯蔵施設

等 

は，都市計画法の開発許可を要し、規制規模（1,000

㎡～5,000 ㎡）以上 10,000 ㎡未満の開発行為につ

いては，宅地開発事業の基準に関する県条例の確

認を要す。 

堆肥舎，種苗貯蔵施設

等 

更 衣 所 

上記「休憩施設、便所」の取扱いと同様。 

 

更 衣 所 

管理事務所，管理人詰

所，管理用具置場，ご

み処理場 

管理事務所，管理人詰

所，管理用具置場，ご

み処理場 

広 場  広 場 

掲示板，案内板，植栽，

街灯，柵 

掲示板，案内板，植

栽，街灯，柵 

農作業等講習施設  

農用地区域以外の区域である必要があるため（当

該施設は農用地区域内に設置できない）,あらかじめ農

用地区域から除外する。 

 

上記「休憩施設、便所」の取扱いと同様。 

農作業等講習施設  

簡 易 宿 泊 施 設 簡 易 宿 泊 施 設 

注１：｢特定農地貸付法｣は，「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」の略称 

注２：｢農振法｣は｢農業振興地域の整備に関する法律｣の略称 
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表５－１   市町村が市民農園の開設の認定をしようとする場合の調整事項 

調整を要する事項 根拠条文等 関係法令 調整の相手方 備     考 

１ 都市計画法第４条第２項に規定する都市計画区域内において，市民農園の開

設の認定をしようとする場合 

運用通達第２の２の(1) ・都市計画法 ・市町村都市計画担

当部局 

・市町村都市公園担

当部局 

左記区域内に市民農園の開設の認定をしようとする

場合は，地域地区等の土地利用の計画と調和するとと

もに，都市施設に係る事業及び市街地開発事業の支

障とならないよう調整すること。 

２－① 政令第３条に規定する区域以外の都市計画施設の区域内において，市民

農園の開設の認定をしようとする場合 

２－② 政令第３条に規定する区域以外の市街地開発事業施行区域内において，

市民農園の開設の認定をしようとする場合 

２－③ 促進区域，地区計画，地域地区等その他の都市計画に係る区域内におい

て，市民農園の開設の認定をしようとする場合 

運用通達第５の１ 

 

・都市計画法 ・市町村都市計画担

当部局 

・市町村都市公園担

当部局 

左記区域内において，市民農園の開設の認定をし

ようとする場合は，事業着手の見通し，事業施行の障

害となる可能性，当該都市計画の目的等を勘案して，

基本方針に定める都市計画との調和が保たれるよう

調整する。 

３ 農業振興地域の整備に関する法律第６条の農業振興地域内において，市民農

園の開設の認定をしようとする場合，特に同法第８条第２項第１号に規定する農

用地区域内において市民農園の開設の認定をしようとする場合 

運用通達第２の２の(2)及

び第５の４の(6) 

・農業振興地域の整備に

関する法律 

・市町村農振担当部

局 

農用地区域内に市民農園を設置する場合には，当

該市民農園の整備内容が農業振興地域の整備に関す

る法律第１０条第３項の農用地利用計画に即したもの

であること。 

４ 市民農園周辺の道路における危険の防止，道路交通に起因する障害の防止，

その他交通の安全と円滑化について 

留意通達第３の２ ・道路交通法等 ・所轄警察署  調整の相手方に指定する旨を通知し，相手方から調

整の申し入れがあった場合に行う。 

 市民農園の開設に伴い，道路整備計画等がある場

合には，別途道路法第９５条の２による協議を行う必

要がある。 

５－① 市民農園区域周辺の道路の整備状況について（市町村道等（政令市にあ

っては県道及び指定区間外の一般国道を含む。）の場合） 

５－② 市民農園区域周辺の道路の整備状況について（県道及び指定区間外の

一般国道等（政令市管理道路を除く。）の場合） 

留意通達第３の４ ・道路法等 ①市町村道路管理担

当部局 

②管轄土木事務所 

調整の相手方に指定する旨を通知し，相手方から

調整の申し入れがあった場合に行う。 

６－① 個人が施行者である土地区画整理事業の施行区域内の土地について，

市民農園の開設の認定をしようとする場合 

６－② 土地区画整理組合が施行者である土地区画整理事業の施行区域内の土

地について，市民農園の開設の認定をしようとする場合 

６－③ 市町村が施行者である土地区画整理事業の施行区域内の土地につい

て，市民農園の開設の認定をしようとする場合 

６－④ 市町村長又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行者である土地

区画整理事業の施行区域内の土地について，市民農園の開設の認定をしよう

とする場合 

 

 

 

 

留意通達第３の５ ・土地区画整理法 ・市町村土地区画整

理事業担当部局 
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７－① 市街化区域内で規制規模以上の開発行為を行う場合 

７－② 市街化調整区域内で開発行為若しくは建築行為を行う場合 

７－③ 市街化区域，市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都

市計画区域及び準都市計画区域内で規制規模以上の開発行為を行う場合 

７－④ 都市計画区域外で規制規模以上の開発行為を行う場合 

 ・都市計画法 

・宅地開発事業の基準に

関する条例 

・市町村開発担当部

局 

・管轄土木事務所 

 ①から④の区域の別に応じて，別途都市計画法第２

９条又は第４３条の許可，若しくは宅地開発事業の基

準に関する条例第７条の確認を受けなければならな

い。(適用除外となる農業用施設は除く。) 

８ 建築基準法第２条第１号の建築物を建築する場合  ・建築基準法 ・市町村建築基準法

担 当 部 局 又 は     

土木事務所 

 別途，建築基準法第６条の確認を受けなければなら

ない。(建築場所，建築物の用途及び規模によっては

不要の場合がある。) 

注１： 上図は，市町村が行う原則的な調整事項を示したものであり，必ずしも上記１から８に限定されるものではない。個々の申請内容によりその他の調整事項もあるものと考えられる。 

注２： 上図は，市町村が調整を行う事項を掲げたものであり，この調整を経たからといって，それぞれの法令等による許可等の手続きが済むわけではなく，申請者は別途許可等の手続きを行う必要がある。 
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表５－２   都道府県が市民農園の開設の認定に係る同意をしようとする場合の調整事項 

調整を要する事項 根拠条文等 関係法令 調整の相手方 備     考 

１ 都市計画法第４条第２項に規定する都市計画区域内において，市民農園の開

設の認定に係る同意をしようとする場合 

運用通達第２の２の(1) ・都市計画法 ・都市計画課 左記区域内に市民農園の開設の認定に係る同意を

しようとする場合は，地域地区等の土地利用の計画と

調和するとともに，都市施設に係る事業及び市街地開

発事業の支障とならないよう調整すること。 

２ 農業振興地域の整備に関する法律第６条の農業振興地域内において，市民農

園の開設の認定に係る同意をしようとする場合，特に同法第８条第２項第１号に

規定する農用地区域内において，市民農園の開設の認定に係る同意をしようと

する場合 

運用通達第２の２の(2)及

び第５の４の(6) 

・農業振興地域の整備に

関する法律 

・農地・農村振興課 農用地区域内に市民農園を設置する場合には，当

該市民農園の整備内容が農業振興地域の整備に関す

る法律第１０条第３項の農用地利用計画に即したもの

であること。 

３ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第２条第１項各号に

掲げる営業が市民農園において営まれる場合 

留意通達第３の３ ・生活衛生関係営業の運

営の適正化及び振興に

関する法律 

・衛生指導課  

４ 市民農園周辺の道路の整備状況について（指定区間内の一般国道等の場合） 

 

留意通達第３の４ ・道路法等 ・当該道路管理者 調整の相手方に指定する旨を通知し，相手方から

調整の申し入れがあった場合に行う。 

５－① 国土交通大臣が施行者である土地区画整理事業の施行区域内の土地に

ついて，市民農園の開設の認定に係る同意をしようとする場合 

５－② 独立行政法人都市再生機構が施行者である土地区画整理事業の施行区

域内の土地について，市民農園の開設の認定に係る同意をしようとする場合 

５－③ 都道府県が施行者である土地区画整理事業の施行区域内の土地につい

て，市民農園の開設の認定に係る同意をしようとする場合 

５－④ 都道府県知事又は地方住宅供給公社（市のみが設立した地方住宅供給

公社を除く。）が施行者である土地区画整理事業の施行区域内の土地につい

て，市民農園の開設の認定に係る同意をしようとする場合 

留意通達第３の５ ・土地区画整理法 ・国土交通省都市整

備局市街地整備課 

・独立行政法人都市

再生機構 

・市街地整備課 

 

 

６－① 市街化区域内で規制規模以上の開発行為を行う場合 

６－② 市街化調整区域内で開発行為若しくは建築行為を行う場合 

６－③ 市街化区域，市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都

市計画区域及び準都市計画区域内で規制規模以上の開発行為を行う場合 

６－④ 都市計画区域外で規制規模以上の開発行為を行う場合 

 

 ・都市計画法 

・宅地開発事業の基準に

関する条例 

・都市計画課  ①から④の区域の別に応じて，別途都市計画法第２

９条又は第４３条の許可，若しくは宅地開発事業の基

準に関する条例第７条の確認を受けなければならな

い。(適用除外となる農業用施設は除く。) 

７ 建築基準法第２条第１号の建築物を建築する場合  ・建築基準法 ・建築指導課  別途，建築基準法第６条の確認を受けなければなら

ない。(建築場所，建築物の用途及び規模によっては

不要の場合がある。) 

 

 

 

 

 

参考4- 23  



８－① 自然公園法第２０条第３項及び第３３条の規定による行為を行う場合 

８－② 千葉県立自然公園条例第１９条第１項及び第２０条第１項の規定による行

為を行う場合 

８－③ 千葉県自然環境保全条例第９条第４項，同第１１条第１項，同第１８条第１

項及び第２３条第１項の規定による行為を行う場合 

 ・自然公園法 

・千葉県立自然公園条例 

・千葉県自然環境保全条

例 

・自然保護課  左記の各種行為を行う場合には，原則として許可又

は届出が必要である。 

 また，建築物を建設する場合には，｢千葉県自然公

園等における建築物等の建設に係る指導要綱｣が原

則として適用される。 

注１： 上図は，知事が行う原則的な調整事項を示したものであり，必ずしも上記１から８に限定されるものではない。個々の申請内容によりその他の調整事項もあるものと考えられる。 

注２： 上図は，知事が調整を行う事項を掲げたものであり，この調整を経たからといって，それぞれの法令等による許可等の手続きが済むわけではなく，申請者は別途許可等の手続きを行う必要がある。 
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市民農園の整備に関する事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第1 市民農園整備促進法（平成２年法律第４４号）に関する事務の取扱いについては、関係

法令及び市民農園の整備に関する基本方針等に定めるところによるほかこの要領による

ものとする。 

 

（関係法令の略称） 

第２ この要領においては、関係法令等を次のとおり略していう。 

法令等名称 略称 

市民農園整備促進法（平成２年法律第４４号） ｢法｣ 

市民農園整備促進法施行規則（平成２年農林水産省令・建設省令

第１号） 

｢省令｣ 

市民農園整備促進法の運用について（平成２年９月２０日２構改Ｂ

第９８２号、建設省経民発第４１号、建設省都公緑発第１０８号） 

｢運用通達｣ 

市民農園の整備に関する留意事項について（平成４年４月７日農

地第４３号、千葉県農林部長通知） 

｢留意通知｣ 

 

（市民農園区域の指定） 

第３ 法第４条第２項に定める市民農園区域の指定に係る協議は、様式第１号（市民農園 

区域の指定に係る協議書）を用いて行うものとする。 

２ １の様式第１号（市民農園区域の指定に係る協議書）の作成については、次の要領に 

よるものとする。 

(1) 様式第1号には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

イ 市民農園区域指定調書（運用通達第３の１の(5)に定める書面） 

ロ 農業委員会の決定（運用通達第３の２に定める手続き）を経たことを証する書面の

写し 

ハ 関係部局調整結果表（様式第１４号） 

(2) (1)のイの市民農園区域指定調書の作成にあたっては、次に掲げることに留意して 

作成するものとする。 
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イ 市民農園区域を複数箇所指定する場合で、かつ、それらの市民農園区域が同じ 

地区にある場合は、地区ごとに作成するものとする。この場合、様式第３号の市民 

農園区域総括表を市民農園区域指定調書に添付すること。 

ロ 市民農園区域指定調書に添付する別図（市民農園区域及び付近の状況を示す  

図面）は、縮尺１／２５００程度の図面とすること。 

３ １の協議の回答は、異議がないと認められる場合には、様式第２号（市民農園区域の 

指定に係る協議回答書）を用いて行うものとする。 

 

（市民農園区域の変更） 

第４ 法第４条第４項に定める市民農園区域の変更は、次のいずれかに該当する場合に 

行うものとする。 

(1) 指定した市民農園区域の位置、形状若しくは面積を変更しようとする場合（指定した 

市民農園区域を廃止しようとする場合を含む。） 

(2) 市街化区域に編入される等事情の変更により、市民農園区域を変更する必要がある

と認められる場合 

２ 法第４条第５項において準用する同条第２項の市民農園区域の指定変更に係る協議は、

様式第４号（市民農園区域の指定変更に係る協議書）を用いて行うものとする。 

３ ２の様式第４号（市民農園区域の指定変更に係る協議書）の作成については、次の要領

により作成するものとする。 

(1) 様式第４号には、次に掲げる書面を添付するものとする。 

イ 市民農園区域変更指定調書（以下「変更指定調書」という。） 

ロ 農業委員会の決定（運用通達第３の２に定める手続き）を経たことを証する書面の

写し 

ハ 関係部局調整結果表（様式第１４条） 

(2) （1）の変更指定調書の作成にあたっては、市民農園区域指定調書に準ずるほか、 

次に掲げることに留意して作成するものとする。 

イ 変更指定調書は変更しようとする地区ごとに作成すること。 

ロ 変更指定調書に添付する別図（市民農園区域及び付近の状況を示す図面）は、  

縮尺１／２５００程度の図面を添付すること。なお、市民農園区域を廃止しようとする

以外の場合にあっては、市民農園区域の変更前と変更後が識別できるように表示す
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ること。 

ハ 変更指定調書の記載事項は、次に掲げることに留意して記入するものとする。 

(ｲ)市民農園区域を廃止しようとする以外の変更の場合 

ａ 市民農園区域指定調書中、表題部の「市民農園区域指定調書」は「市民農園 

区域指定調書（変更）」と訂正すること。 

ｂ 市民農園区域指定調書中、1 の「市民農園区域の指定の必要性」については、

「市民農園区域の変更の理由」と訂正したうえで記入すること。 

ｃ 市民農園区域指定調書中、２から５の事項については、変更しようとする箇所を

二段書きで記入することとし、上段に（  ）で現状の内容を、下段に変更しようと

する内容を記入すること。なお、変更しない箇所については現状の内容を記入

すること。 

(ﾛ)市民農園区域を廃止しようとする場合 

ａ 市民農園区域指定調書中、表題部の「市民農園区域指定調書」は、「市民農園

区域指定調書（廃止）」と訂正すること。 

ｂ 市民農園区域指定調書中、1 の「市民農園区域の指定の必要性」については、

「市民農園区域の廃止の理由」と訂正したうえで記入すること。 

ｃ 市民農園区域指定調書中、２から５の事項については、廃止しようとする区域

の内容について記入すること。 

４ ２の協議の回答は、異議がないと認められる場合には、様式第５号（市民農園区域の 

指定変更に係る協議回答書）を用いて行うものとする。 

 

（市民農園区域の指定及び変更指定に係る通知） 

第５ 運用通達第３の６の規定（運用通達第３の８において準用する場合を含む。）による 

市民農園区域を指定した旨の通知は、様式第６号（市民農園区域の指定（変更指定）に 

係る通知書）を用いて行うものとし、法第４条第３項の規定により公表した公報等の写しを

添付することとする。 

 

（交換分合） 

第６ 法第５条第２項の規定による交換分合計画の認可申請については、様式第１３号  

（交換分合計画認可申請書）を用いて行うものとする。 
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２ １の様式第１３号（交換分合計画認可申請書）については、次の要領により作成するもの

とする。 

(1) 様式第１３号（交換分合計画認可申請書）には、省令第 1 条に定める書面のほか、 

次に掲げる書面を添付するものとする。 

イ 農地等の交換分合計画書 

ロ 計画樹立経過概要書 

ハ 法第５条第２項に定める権利者の同意があったことを証する書面 

ニ その他必要と認められる書面 

(2) 省令第１条第１項第２号に規定する計画図には、市民農園区域を表示することとし、

現状と計画が識別できるよう留意して作成するものとする。 

(3) (1)のイの農地等の交換分合計画書の作成にあたっては、農地等の交換分合計画書

に関する様式について（２５地局第１６０２号昭和２５年８月２２日農地局長通達）に定め

る様式のうち、当該交換分合計画に関わる書類を作成して添付するものとし、「農地等

の交換分合計画書の記載要領」等について（２５地管第６１７号昭和２５年１０月２０日農

林省農地局管理部長通達）に従って記載するものとする。 

(4) (1)のロの計画樹立経過概要書の作成にあたっては、次に掲げる事項を記載するもの

とする。 

ａ 計画地選定の経緯 

ｂ 基礎調査について（土地調査、権利に関する調査、分散状況調査、経営調査、営農

意思及び規模拡大の意思の調査、各権利者の市民農園としての利用の意思の調査

等） 

ｃ 隣接地帯との関連 

ｄ 農業生産との関連 

ｅ 地帯別団地計画及び団地計画 

ｆ 計画樹立の方法（権利者との合議、説明会の経緯等） 

ｇ 土地改良区の意見（交換分合すべき土地の全部又は一部が土地改良区の地区内に

ある場合） 

ｈ 関係機関との調整状況 

ｉ 清算金の有無及び算出方法 

ｊ 附帯事業の有無 
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ｋ 交換分合地域の地目別面積・筆数一覧 

ｌ 地目別権利移動面積・筆数一覧 

 

（市民農園の開設の認定） 

第７ 法第７条第４項に定める市民農園の開設の認定に係る同意の申請は、様式第７号 

（市民農園の開設認定に係る同意申請書）を用いて行うものとする。 

２ １の様式第７号（市民農園の開設認定に係る同意申請書）の作成にあたっては、次の  

要領により作成するものとする。 

(1) 様式第７号には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

イ 市民農園開設認定申請書（運用通達第５の２に定める書面）の写し 

ロ 農業委員会の決定（運用通達第５の５に定める手続き）を経たことを証する書面の

写し 

ハ 関係部局調整結果表（様式第１４号） 

(2) (1)のイの開設認定申請書については、運用通達第５の２に定める市民農園開設  

認定申請書（以下「市民農園開設認定申請書」という。）及び第５の２の(1)に定める  

市民農園整備運営計画書（以下「市民農園整備運営計画書」という。）に従って作成する

ものとする。 

３ １の同意申請の回答は、異議がないと認められる場合には、様式第８号（市民農園の 

開設認定に係る同意申請の回答書）を用いて行うものとする。 

 

（整備運営計画の変更） 

第８ 法第７条第５項の規定による整備運営計画の変更は、次のいずれかに該当する   

場合に行うものとする。 

 (1) 開設認定を受けた市民農園について、その位置、形状若しくは面積を変更しようと  

する場合（開設認定を受けた市民農園を廃止する場合を含む。） 

(2) 開設認定を受けた市民農園について、法第１１条第 1 項の規定により特定農地   

貸付けに関する農地法等の特例に関する法律（以下「特定農地貸付法」という。）   

第３条第３項の特例を受けた農地を変更しようとする場合（特定農地貸付法施行規則 

第２条各号に掲げる変更以外の軽微な変更の場合を除く。） 

(3) 農地の利用方式を法第２条第２項第１号イからロに変更する場合 
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(4) 開設認定を受けた市民農園について、法第 1１条第２項又は第３項の規定により、 

農地法第４条又は第５条の特例を受けて、農地を新たに転用しようとする場合 

(5) 開設認定を受けた市民農園について、法第１２条第１項又は第２項の規定により  

都市計画法の特例を受けて、市民農園施設を新たに建築しようとする場合及び市民 

農園施設の増築、改築若しくは種別の変更をしようとする場合 

(6) その他開設認定を受けた市民農園の整備運営について、重大な影響を及ぼすと  

認められる場合 

２ 法第７条第６項において準用する同条第４項の整備運営計画の変更認定に係る同意の

申請は、様式第９号（市民農園整備運営計画の変更認定に係る同意申請書）を用いて行う

ものとする。 

３ ２の様式第９号（市民農園整備運営計画の変更認定に係る同意申請書）の作成に    

あたっては、次の要領により作成するものとする。 

(1) 様式第９号には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

イ 市民農園変更認定申請書 

ロ 農業委員会の決定（運用通達第５の５に定める手続き）を経たことを証する書面の

写し 

ハ 市民農園変更理由書 

ニ 関係部局調整結果表（様式第１４号） 

 (2) (1)のイの変更認定申請書の作成にあたっては、市民農園開設認定申請書及び   

市民農園整備運営計画書に準ずるほか、次に掲げることについて留意して作成する

ものとする。 

イ 変更認定申請書の各記載事項は、次の規定に従って記入すること。 

(ｲ)開設した市民農園を廃止しようとする以外の変更の場合 

ａ  市民農園開設認定申請書中、表題部の「市民農園開設認定書」は        

「市民農園開設認定申請書（変更）」と訂正すること。 

ｂ 市民農園整備運営計画書中、表題部の「市民農園整備運営計画書」は     

「市民農園整備運営計画書（変更）」と訂正すること。 

ｃ 市民農園整備運営計画書中、１から８の事項については、変更しようとする   

箇所を二段書きで記入することとし、上段に（  ）で現状の内容を、下段に変更し

ようとする内容を記入すること。   
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なお、変更しない箇所については、現状の内容を記入すること。 

(ﾛ)開設した市民農園を廃止しようとする場合 

ａ 市民農園開設認定申請書中、表題部の「市民農園開設認定申請書」は     

「市民農園開設認定申請書（廃止）」と訂正すること。 

ｂ 市民農園整備運営計画書中、表題部の「市民農園整備運営計画書」は     

「市民農園整備運営計画書（廃止）」と訂正すること。 

ｃ 市民農園整備運営計画書中、１から８の事項については、廃止しようとする   

市民農園の内容について記入すること。 

ロ 変更認定申請書に添付する図面等は、次に掲げることに留意して作成するものと  

する。 

(ｲ)開設した市民農園を廃止しようとする以外の変更の場合 

ａ 市民農園開設認定申請書の記の２の「市民農園の位置を表示した地形図」（省令

第９条第２項第１号及び運用通達第５の２の(2)に規定する地形図）は、       

市民農園の位置を変更しようとする場合について添付することとし、現状の市民

農園の位置及び変更しようとする市民農園の位置について表示すること。 

ｂ 市民農園開設認定申請書の記の３の「市民農園の区域並びに市民農園施設の 

位置、形状及び種別を表示した平面図」（省令第９条第２項第２号及び運用通達 

第５の２の(3)に規定する平面図）は、市民農園の位置若しくは形状又は市民農園

施設の位置、形状、若しくは種別（以下「市民農園施設の位置等」という。）を変更し

ようとする場合について添付することとし、市民農園区域を表示したうえで、   

現状の市民農園施設の位置等と変更しようとする市民農園施設の位置等が   

識別できるように表示すること。 

ｃ 市民農園開設認定申請書の記の４の「市民農園施設（建築物）の概要を表示した

平面図」（省令第９条第２項第３号及び運用通達第５の２の(4)に規定する平面図）

は、市民農園施設を新築、増築又は改築（以下「新築等」という。）しようとする場合

についてのみ添付することとし、現状の市民農園施設の概要と新築等しようとす

る市民農園施設の概要が識別できるように表示すること。 

ｄ 市民農園開設認定申請書の記の５の「土地の登記簿謄本」（運用通達第５の２の

(5)に規定する謄本）は、市民農園の位置、面積若しくは形状の変更に伴い、市民

農園に新たな土地を含める場合について添付することとし、その新たな土地の 
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謄本を添付すること。 

ｅ 市民農園開設認定申請書の記の６の「土地の地番を表示する図面」（運用通達 

第５の２の(6)に規定する図面）は市民農園の位置、面積若しくは形状を変更しよう

とする場合について添付することとし、現状の市民農園の部分と変更しようとする

市民農園の部分が識別できるように表示すること。 

ｆ 市民農園開設認定申請書の記の７の「土地改良区の意見書」（省令第９条第３項 

及び運用通達第５の２の(7)に規定する意見書）は、市民農園の位置、面積若しく

は形状を変更しようとする場合で、変更に係る箇所が土地改良区内の新たな土地

を含む場合について添付すること。 

ｇ 市民農園開設認定申請書の記の８の「農園利用契約書の案」（運用通達第５の２

の(8)に規定する契約書の案）は、当該契約書を変更しようとする場合、及び農地

の利用方式を法第２条第２項第１号イからロに変更しようとする場合に添付するこ

と。 

(ﾛ)開設した市民農園を廃止しようとする場合 

ａ 市民農園開設認定申請書の記の２から９の書面（運用通達第５の２の(2)から(9) 

に規定する書面）は、廃止しようとする市民農園の現状を表示する書面を添付す

ること。 

４ ２の同意申請の回答は、異議がないと認められる場合には、様式第１０号（市民農園  

整備運営計画の変更認定に係る同意申請の回答書）を用いて行うものとする。 

 

（市民農園の開設認定及び変更認定に係る旨の通知） 

第９ 運用通達第５の８の規定（留意通知第５の３において準用する同第５の１の⑥の場合

を含む。）による市民農園の開設認定を行った旨の通知は、様式第１１号（市民農園の 

開設の認定（変更認定）に係る通知書）を用いて行うものとし、市民農園の開設の認定をし

たことを証する書面（運用通達第５の８前段に規定する書面）の写しを添付すること。 

 

（認定の取消し） 

第１０ 留意通知第６の１に規定する認定の取消しを行った旨の報告は、様式第１２号（市民

農園開設認定取消報告書）を用いて行うものとする。 

２ １の様式第１２号（市民農園開設認定取消報告書）には次に掲げる事項を記載した書面
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を添付するものとする。 

イ 認定の取消しを行った理由 

ロ 法第８条により徴収した報告及び法第９条により行った勧告の概要 

ハ 認定の取消しに伴う影響及び今後の措置方針について 

 

参考4- 33  



様式第１号（市民農園区域の指定に係る協議書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 千葉県知事             様 

 

市町村長            

 

 

市民農園区域の指定に係る協議について 

 

市民農園区域を指定したいので、市民農園整備促進法第４条第２項の規定に基づき、 

下記の書面を添えて協議します。 

記 

１ 市民農園区域指定調書 

２ 農業委員会の決定（運用通達第３の２に定める手続き）を経たことを証する書面の  

写し 

３ 関係部局調整結果表 
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様式第２号（市民農園区域の指定に係る協議回答書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 市町村長        様 

 

千葉県知事            

 

 

市民農園区域の指定に係る協議について（回答） 

 

     年  月  日付け    第    号で協議のあったこのことについては、

異議ありません。 
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様式第３号 

市民農園区域総括表（      ）地区 

年  月  日 

市 町 村 

１ 総括表 

１ 地区数  

２ 面積 地目 田 畑 小計 採草放牧地 山林 宅地 その他 小計 

面積         

３ 普通収穫高 主たる作物（     ）１０ａ当たり  ㎏／ 

２ 地区内訳表 

（１）地区名        

① 所在                     外      筆 

② 面積 地目 田 畑 小計 採草放牧地 山林 宅地 その他 小計 

面積         

③ 普通収穫高 主たる作物（     ）１０ａ当たり  ㎏／ 

④ 

土 地

利用

計画 

農振計画 
農振地域（ 内・外 ） 

農用地区域（ 内・外 ）   （農用地区域面積    ㎡） 

都市計画 
 

（２）地区名        

① 所在                     外      筆 

② 面積 地目 田 畑 小計 採草放牧地 山林 宅地 その他 小計 

面積         

③ 普通収穫高 主たる作物（     ）１０ａ当たり  ㎏／ 

④ 

土 地

利用

計画 

農振計画 
農振地域（ 内・外 ） 

農用地区域（ 内・外 ）   （農用地区域面積    ㎡） 

都市計画 
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（３）地区名        

① 所在                     外      筆 

② 面積 地目 田 畑 小計 採草放牧地 山林 宅地 その他 小計 

面積         

③ 普通収穫高 主たる作物（     ）１０ａ当たり  ㎏／ 

④ 

土 地

利用

計画 

農振計画 
農振地域（ 内・外 ） 

農用地区域（ 内・外 ）   （農用地区域面積    ㎡） 

都市計画 
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３ 位置図 

・ 縮尺1/2500 から 1/10000程度の地形図を使用すること。 

・ 農振計画の地域区分、都市計画の区域区分、指定する市民農園区域等をそ

れぞれ着色するなどして作成すること。 

 

（作成上の注意） 

１ 地区内訳表の④の土地利用計画の農振計画の欄については、市民農園区域が農業振興

地域の整備に関する法律による農用地区域を含む場合には、面積を記入すること。 

２ 地区内訳表の④の土地利用計画の都市計画の欄については、市民農園区域が都市計画

法による区域区分を含む場合には、都市計画区域外、市街化調整区域内、未線引都市計画

区域内用途地域内等と記載すること。 

３ 市民農園区域の指定変更をする場合は、変更しようとする箇所を二段書きで記入することと

し、上段に（  ）で現状の内容を、下段に変更しようとする内容を記入すること。なお、変更し

ない箇所については、現状の内容を記入すること。 
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様式第４号（市民農園区域の指定変更に係る協議書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 千葉県知事             様 

 

市町村長            

 

 

市民農園区域の指定の変更に係る協議について 

 

年  月  日    第    号で指定した市民農園区域を変更したい

ので、市民農園整備促進法第４条第５項で準用する同条第２項の規定に基づき、下記の  

書面添えて協議します。 

記 

１ 市民農園区域変更指定調書 

２ 農業委員会の決定（運用通達第３の２に定める手続き）を経たことを証する書面の  

写し 

３ 関係部局調整結果表 
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様式第５号（市民農園区域の指定変更に係る協議回答書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 市町村長        様 

 

千葉県知事            

 

 

市民農園区域の指定の変更に係る協議について（回答） 

 

      年  月  日付け    第   号で協議のあったこのことについては、

異議ありません。 

参考4- 40  



様式第６号（市民農園区域の指定（変更指定）に係る通知書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 千葉県知事             様 

 

市町村長            

 

 

市民農園区域の指定（変更指定）に係る通知について 

 

年  月  日    第    号で回答のあった市民農園区域を指定（変更

指定）したので、下記の書面を添えて送付します。 

記 

１ 市民農園区域を指定（変更指定）した公報等の写し 
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様式第７号（市民農園の開設認定に係る同意申請書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 千葉県知事             様 

 

市町村長            

 

 

市民農園の開設認定に係る同意申請について 

 

市民農園の開設を認定したいので、市民農園整備促進法第７条第４項の規定に基づき、

下記の書面を添えて申請します。 

記 

１ 市民農園開設認定申請書の写し 

２ 農業委員会の決定（運用通達第５の５に定める手続き）を経たことを証する書面の  

写し 

３ 関係部局調整結果表 

 

参考4- 42  



様式第８号（市民農園の開設認定に係る同意申請の回答書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 市町村長        様 

 

千葉県知事            

 

 

市民農園の開設認定に係る同意申請について（回答） 

 

     年  月  日付け    第    号で申請のあったこのことに  

ついては、異議がないので申請のとおり同意します。 
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様式第９号（市民農園整備運営計画の変更認定に係る同意申請書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 千葉県知事             様 

 

市町村長            

 

 

市民農園整備運営計画の変更認定に係る同意申請について 

 

年  月  日    第    号で認定した市民農園整備運営計画を 

変更したいので、市民農園整備促進法第７条第６項で準用する同条第４項の規定に基づき、

下記の書面を添えて申請します。 

記 

１ 市民農園変更認定申請書 

２ 農業委員会の決定（運用通達第５の５に定める手続き）を経たことを証する書面の  

写し 

３ 市民農園変更理由書 

４ 関係部局調整結果表 
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様式第１０号（市民農園整備運営計画の変更認定に係る同意申請の回答書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 市町村長        様 

 

千葉県知事            

 

 

市民農園整備運営計画の変更認定に係る同意申請について（回答） 

 

     年  月  日付け    第    号で申請のあったこのことに  

ついては、異議がないので申請のとおり同意します。 
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様式第１１号（市民農園の開設の認定（変更認定）に係る通知書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 千葉県知事             様 

 

市町村長            

 

 

市民農園の開設の認定（変更認定）に係る通知について 

 

年  月  日    第    号で同意のあった市民農園の開設の認定  

（変更認定）をしたので、下記の書面を添えて送付します。 

記 

１ 市民農園の開設の認定（変更認定）をしたことを証する書面（運用通達第５の８に      

規定する書面）の写し 
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様式第１２号（市民農園開設認定取消報告書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 千葉県知事             様 

 

市町村長            

 

 

市民農園の開設認定の取消しに係る報告について 

 

年  月  日    第    号で開設認定の同意のあった下記市民 

農園について、市民農園整備促進法第１０条の規定による認定の取消しを行ったので報告

します。 

記 

１ 取り消した市民農園の名称、地区名及び所在地 

２ 開設者の氏名又は名称 
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様式第１３号（交換分合計画認可申請書） 

 

第     号 

年   月   日 

 

 千葉県知事             様 

 

市町村長            

 

 

市民農園整備促進法による土地等交換分合計画の認可申請について 

 

○○市町村は、下記の地区において土地等の交換分合計画を定めたので、市民農園整備

促進法第５条第２項の規定により認可願いたく、別紙関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 地区名   ○○市町村○○地区 
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様式第１４号 

関 係 部 局 調 整 結 果 表 

 

調整の相手方 調整事項 調   整   結   果 
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